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 河川管理用機械設備は，建設後30年を経過する設備の数は増加しており，老朽化による整

備・更新の必要性が高まる中，より一層の効率的・効果的な維持管理が求められている．その

ためには，設備の状態を適切に把握し評価すること，整備の優先順位を整理し計画的に整備を

実施すること，また更新にあたっては設備の適合性を評価しより最適化した設備への検討を行

うことが重要である．そのため，設備の状態評価の目安，優先度評価の手法，大規模修繕更新

の計画的な枠組みについて検討した． 
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1.  はじめに 

 河川管理用機械設備には、洪水時における洪水流量の

制御や平常時における利水取水を目的として設置される

河川用ゲート設備，洪水時における内水排除を目的とし

て設置される河川用ポンプ設備がある．これらの設備は，

万一その機能が失われた場合には，周辺地域に与える社

会的経済的影響が大きな設備である．また，平常時はほ

とんど待機状態であることが多いが，一方，出水時には

確実に機能しなくてはならないという，通常の産業機械

設備とは異なった特性を有しており，日常から適切な維

持管理が必要である． 
これらの設備は高度経済成長期から昭和末期に至るま

でに建設されたものが多いことから，現在では建設後30
年以上となる設備が多く，老朽化に対処するために実施 
 

 
 

 
図-1  河川用機械設備 

 
する整備・更新の必要性は今後一層高まっていくことが

懸念される． 
厳しい財政状況の中で、この老朽化の進行に対処して

いけるようになるためには，より一層の効率的・効果的

な維持管理が求められている． 
また一方で，実際に維持管理を実施する設備管理者お

よび点検技術者については，少子高齢化などの社会構造

の変化に伴い，設備に関する知識や経験の維持，技術者

の確保，技術力の継承についても課題となっている． 
 

2.  河川管理用機械設備の維持管理における課題 

 一般的に機械設備の維持管理においては、「実操作」

→「点検」→「定常的に実施する整備・修繕」→「実操

作」のサイクルを繰り返す．このサイクルを繰り返す中

で，経年や運転等による設備の劣化が発生すると，装

置・機器単位での整備や更新を実施する．  
 効率的・効果的な維持管理のためには，全ての装置・

機器等を画一的に整備するのではなく，当該設備の設置

目的，装置・機器等の特性，設置条件等を考慮し，設備

の信頼性を確保しながら，使用期間をできるだけ伸ばし

ていき，適切な時期に効果的な整備を実施することが必

要である． 
これらを実施していくためには，予防保全と事後保全，

時間計画保全と状態監視保全を使い分けながら，計画的

に整備を実施していくことが求められる． 
より効率的・効果的な維持管理を行うためには，下記

の点が重要となる． 
 ・設備の状態の適切な把握・評価 
 ・設備の評価結果に基づく適切な優先度作成 

別紙―２ 
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 また，定期的に修繕・更新を行っていても，経年およ

び運転により設備機能は低下をしていく．この機能低下

により設備の信頼性，安全性が維持できなくなったと判

断される場合には，全体的な更新が必要となる． 
 ・設備の更新時期とその判断手法 
も課題の１つである． 
 「河川用ゲート設備・ポンプ設備点検・整備・更新マ

ニュアル（案）」（以後、「点検・整備・更新マニュア

ル」という）において，実施方針は記載されているが，

その具体的な手法については各現場によるものとなって

いる． 
 今回は，これらを具体に実施していくにあたっての手

法について検討を行った． 
  

3.  健全度評価ガイドラインの作成 

 設備状態の適切な把握・評価に寄与するものとして，

健全度評価ガイドラインを作成した（図-2）． 
 このガイドラインは，各装置・機器の健全度を評価す

るにあたっての目安を整理したものである． 
 設備の点検においては，チェックシートにより各機器

の状態を確認し，その結果を装置・機器毎に○△×で評

価している．△については1～3により対応レベルを区分

している． 
この時，設備がどのような状態にあればどの評価を付

けるか，適切に評価することは重要である．実際より健

全性が低く評価される場合は過剰な整備につながり，実

際より高く評価される場合は致命的な不具合や後に大が

かりな整備が発生する可能性がある． 
 各設備ごとに点検実施者および設備管理者により健全

度評価がされているが，各設備の点検報告書を横並びで

比較した時，ばらつきが見られるところもあった．健全

度評価のレベルについて統一化をはかっていく必要があ

る． 
 健全度評価を行うにあたっては，単純に機器本体の劣

化状態を評価するだけではなく，その機器の劣化状態が

装置に及ぼす影響についても考慮する必要がある．例え

ば，扉体という装置において主桁と補助桁という部材が

あるが，同じように腐食が発生していたとしても，主桁

が腐食している場合と補助桁が腐食している場合とでは， 
扉体が求められる“必要な水密性と耐久性”についてそ

の影響を比較した場合，健全度は同じでない． 
 健全度評価を適切に実施するためには，設備に求めら

れる機能と，設備を構成する装置，機器が果たす役割に

関する知識が必要であり，設備機能が確保されているか

という視点で評価をする必要がある．  
 このガイドラインでは，各機器の劣化状態に対応する

健全度評価の目安を整理した上で，上記の観点を踏まえ

て，装置としての機能の状態も記載することにより，両

方を確認しながら評価をつけることができるようにした．

代表的な状況写真も添付し，イメージ的にも理解しやす

くなるよう努めた． 
 この表を各装置・機器ごとに作成を行った． 
 このガイドラインを参考にしながら各設備において健

全度評価を実施することにより，評価の統一化につなが

っていくものと考える． 
 

 

図-2  健全度評価ガイドライン 
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4.  優先順位評価手法の作成 

 点検の結果から整備・更新の優先度を整理するための

手法について検討を行った． 
 限られた予算の中で効率的・効果的に整備を実施して

くためには，優先順位を付けて実施していくことが重要

である． 
 優先順位の決定にあたっては，点検・整備・更新マニ

ュアルにおいて，点検結果と以下の項目を合わせて総合

的に勘案して評価を行うこととなっている． 
 ・傾向管理の評価 
 ・装置・機器特性の評価 
 ・設置条件の評価 
また，「整備・更新の優先順位のとりまとめにおいて

は，装置・機器特性を考慮したうえで健全度の評価，設

置条件による重み付けを指数化し，定量的な優先度を算

出することを標準とする」と記載されている． 
 

 
図-3  評価項目 

 

図-4  配点イメージ 

 
 上記を踏まえて，点検結果から整備・更新の優先度を

定量的に評価するための評価表の作成を行った 
 評価項目については，図-3に整理する． 
 点検結果及び詳細点検の必要性については緊急性，平

均取替更新年数の超過，供給部品の有無については計画

性，その他の設備区分，背後地の状況，稼働状況および

設置条件については必要性として項目を抽出し，それぞ

れ点数を加算するものとした． 
 配点の基本的な考え方を図-4に示す． 
 点検結果による健全度に対しては大きな評価点を与え

て，この点数により優先順位が概ね決まるものとする．

計画性，必要性の点数により優先順位が逆転することが

ないこととし，健全度が同評価のものについては，計画

性，必要性の点数により評価点に差を付け，優先度を算

出できるものとした． 
 当初，表-１の左表により配点を行った． 
 これに試行的に約50件の点検結果を元に優先度を算出

し，実際の点検結果と比較を行った（表-2）．その結果，

以下のような点が確認された． 
 

表-1  配点（旧配点，新配点） 

 
表-2  点検結果との比較 

 
 

評価項目 摘要

点検結果
緊急性

発見のしやすさ 詳細点検の必要性

経過年数 平均の取替・更新の標準年数
計画性

部品製造中止までの残年数 部品製造年数目安超過

設備区分 レベルⅠ、レベルⅡ、レベルⅢ

必要性

氾濫ブロック 背後地、ブロック人口、ブロック面積

利用状況 直近５か年の操作の実績

点検のしやすさ

稼動状態 待機系、常用系

水質・接水条件 塩水、汽水、淡水

上屋の有無

二重化の有無

× △１ △２ △３ × △１ △２ △３ ○

点検結果 320点

発見のしやすさ 10点

平均の取替・更新 5点
年数の超過年数
本体・部品製造中止 5点
までの差年
設備区分 1点 1点 1点
背後地の状況 5点 5点 5点
氾濫ブロック内人口 5点 5点 5点
氾濫ブロック内面積 1点 1点
利用状況 2点 2点
点検のしやすさ 1点
稼動状態 1点
水質・接水条件 2点 2点
上屋の有無 1点
二重化の有無 1点

評価点 332点 295点 251点 220点 170点 135点 93点 61点

優先度 1 2 3 4 5 6 7 8

320点

5点

10点

致命機器 非致命機器

必要性
20点

10点

290点
250点

210点
170点

90点
50点

130点

5点

緊急性
50点
～
330点

計画性
10点

健全度

点検結果 60点 点検結果 320点

発見のしやすさ 10点 発見のしやすさ 10点

平均の取替・更新 10点 平均の取替・更新 5点
年数の超過年数 年数の超過年数
本体・部品製造中止 10点 本体・部品製造中止 5点
までの差年 までの差年
設備区分 1点 設備区分 1点
背後地の状況 1点 背後地の状況 5点
氾濫ブロック内人口 1点 氾濫ブロック内人口 5点
氾濫ブロック内面積 1点 氾濫ブロック内面積 1点
利用状況 1点 利用状況 2点
点検のしやすさ 1点 点検のしやすさ 1点
稼動状態 1点 稼動状態 1点
水質・接水条件 1点 水質・接水条件 2点
上屋の有無 1点 上屋の有無 1点
二重化の有無 1点 二重化の有無 1点

必要性
10点

緊急性
50点
～
330点

計画性
10点

必要性
20点

旧配点 新配点

計画性
20点

緊急性
0点
～
70点
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 ・計画性，必要性の加点により点検結果の評価が逆転 
 ・平均取替更新年数による影響が過大 
 点検結果の評価点による差が小さかったため，大都市

部等の必要性の加点が高かった設備の優先度が，点検結

果を逆転し，上位にくる結果（地方部の×の不具合より

大都市部の△1の評価が高い）となった．また，計画性

の点数が20点あるため， 平均取替更新年数を超過した

設備が優先度が高くなるという傾向が出た． 
 以下の設備について比較を行った（表-3）． 
 Ａ水門；都市部にあり，平均取替更新年数未満 
 Ｂ樋門；地方部にあり，平均取替更新年数超過 
 平均取替更新年数の点数を10点としているため，大都

市部の設備のような社会的な影響度が高い場所であって

も必要性の合計点が10点に届かず，地方部にあり平均取

替更新年数を超過した設備の方が全体的に優先度が高く

なるという傾向が確認された． 
 上記のような点を踏まえて，以下のように配点を見直 
 

表-3  配点シミュレーション 

 

しを行った． 
 ・点検結果の評価点の差を40点とした。 
 ・平均取替更新年数の点数と背後地の状況による点数

を同等となるようにした。 
 点検結果の評価による配点の差を40点とすることによ

り，計画性，必要性の点数が大きく加点されても優先順

位が変わらないようにした．また，平均取替更新年数の

点数と背後地の状況による点数を同等とすることにより，

経年劣化の程度と設備の社会的影響度とで優先順位が固

定されないようにした．その他，不具合が発生している

機器が致命的機器か非致命的機器かによっても，配点の

重み付けを変えるようにした． 
 上記のような見直しを行い，最終的には表-1の右表の

ような配点とした． 
 作成した優先度評価表を表-4に示す． 
 今回作成した優先度評価表に点検結果を入力すること

により，優先度を定量的に算出することができるように

なり，今後，設備管理者が維持管理計画を作成していく

ための基礎資料の１つとすることができると考える． 
 ただし，優先度評価表から算出される優先順位はあく

まで計算上で算出される優先順位であり，実際に整備順

位を作成するにあたっては，評価項目以外で優先される

事象，予算，工事規模，土木本体施設の修繕計画等の事

情も考慮し，実態を踏まえて設備管理者の判断により適

宜入れ替えながら整備順位が決定されるべきものである

と考える． 
 また，今回作成した表は試行的に入力した約50件のデ

ータにより作成したものである．今後は，実際の点検記

録を入力していきながら，より実態に即した配点となる

よう，運用を行いながら適宜見直ししていくことも必要

であると考える． 
 

 

表-4  優先度評価表 

 

旧配点

Case1　Ｂ樋門　標準年数超過（5年未満）
施設名 緊急性 計画性 必要性 優先度評価

都市部 Ａ水門 50 0 6.5 56.5
人口少ない地域 Ｂ樋門 50 5 1.5 56.5

Case2　Ｂ樋門　標準年数超過（5年以上）
施設名 緊急性 計画性 必要性 優先度評価

都市部 Ａ水門 50 0 6.5 56.5
人口少ない地域 Ｂ樋門 50 10 1.5 61.5

新配点

Case3　Ｂ樋門　標準年数超過（5年未満）
施設名 緊急性 計画性 必要性 優先度評価

都市部 Ａ水門 50 0 17 67.0
人口少ない地域 Ｂ樋門 50 2.5 3.5 56.0

Case4　Ｂ樋門　標準年数超過（5年以上）
施設名 緊急性 計画性 必要性 優先度評価

都市部 Ａ水門 50 0 17 67.0
人口少ない地域 Ｂ樋門 50 5 3.5 58.5
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5.  大規模修繕・更新スキーム 

 日常的に設備の保守管理を適切に実施している場合に

おいても，経年および運転により，新設時と比較して設

備の機能等が低下し，信頼性，安全性の維持が困難とな

る．簡易な機器・部品の取替で対応可能な範囲を超えて，

安定した機能・性能を得ることができなくなり寿命と判

断される場合には，新しいものに設置し直すことで正常

な機能を確保する必要が発生する． 
 特に施設規模が大きなものについては，内容的にもコ

スト的にも大規模な修繕又は更新が必要となるが，この

ような大規模修繕・更新の実施にあたっては，対象の設

備・装置・機器の重要性に応じ適切な時期に計画的かつ

経済的に実施することが重要である．特に，設備のライ

フサイクルコストを考慮し長期的視点に立った取替・更

新計画を策定し，計画的に実施しなければならない． 
 大規模修繕・更新は，維持管理計画において，長期的

には平均・取替更新年数で計画されるが，中期的・短期

的には設備の健全性を把握した上で実施を計画する必要

がある． 
 近畿地方整備局が管理する大規模な河川管理用機械設

備（ダム用ゲート設備，堰用ゲート設備，排水機場ポン

プ設備 等）においても，これから設置後50年を迎えよ

うとする設備が増えてくる． 
 このような中で，設備管理者は具体に大規模修繕・更

新の計画を検討することが求められてくるが，大規模修

繕・更新の計画を作成した経験を持つ設備管理者はほと

んどなく，その検討を行うにあたっての具体的な手法に

ついて示したものはない． 
 今回，上記のような背景を踏まえて，大規模修繕・更

新を検討するにあたっての具体的な枠組み（スキーム）

について検討を行った． 
 大規模修繕・更新を効率的に効果的に計画するにあた 

 
っては，以下のような点に留意する必要があると考える． 
 ・当該設備の健全度の把握 
 ・現行基準との適合性を確認（機能的限界評価） 
 ・これまでの維持管理における課題と改善方法につい

て検討 
 上記の留意点を踏まえて，大規模修繕・更新検討にお

いて実施する内容について検討した． 
 a)  当該設備の精密診断及び調査 

まずは，当該設備の健全度を把握するために，

日常的な維持管理データの分析に加えて，精密診

断を実施し，評価を行うことが必要である． 
精密診断及び健全度評価を行うにあたっては，

当該設備の機能や特徴を十分に理解した上で行う

ことが重要である． 
 b)  延命化対策検討 

精密診断の結果，継続的に使用が可能と判断さ

れるものについては，現状の課題の改善といった

延命化対策を実施した上で継続して使用すること

となる． 
将来的な更新に備えて，より高度な状態監視の

手法および項目についても検討し，必要に応じて

計測機器を設置する等の対策を行いながら，デー

タの蓄積に努めることも重要である． 
 c)  新たな適応技術の抽出 

精密診断の結果，更新が必要と判断された場合

には，更新に向けて具体的に計画を作成すること

となる．その際，現行のまま更新を行うのではな

く，現行設備における課題の改善，当該設備と類

似構造を持つ設備で発生している課題も調査を行

い，改善対策を検討することが重要である． 
 上記の内容について，大規模修繕・更新検討のフロー

として図-5のように整理した． 
 

 

図-5  大規模修繕・更新検討フロー 

劣化状況の把握

延命化対策検討

当該施設の調査
・不具合履歴
・整備履歴等

延命化対策の実施

検討開始

健全性評価

類似施設の調査
・不具合履歴
・整備履歴等

当該施設への
適応技術評価

従来構造での更新
（一部改造の検討）

新たな技術での
更新検討

ケース１
現状機能回復

ケース２
新たな構造で更新

更新検討
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 機械設備担当職員数が減少していく中，大規模修繕・

更新検討を進めていくにあたっては，担当の職員だけで

なく有識者及び専門技術者の意見も聴きながら進めてい

くことも重要である． 
 上記について，大規模修繕・更新において検討する内

容を「大規模修繕・更新検討スキーム」として手引きと

してとりまとめた． 
 とりまとめにあたり，近畿地方整備局で開催している

土木機械設備診断委員会において検討プロセス及び内容

について，有識者からご意見を伺いながらとりまとめを

行った（図-6）． 
 土木機械設備診断委員会であった意見の一部は，以下

のとおりである． 
 ・検討の実施時期と実施者を明確にすること 
 ・延命化すると判断しても更新についての検討も進め

ておくべきではないか 
 以上から，大規模修繕・更新の検討を開始する時期と

しては，以下の時期とすることを追加した． 
 ・経年劣化による不具合発生のリスクが増大 
 ・設備の構成要素のうち，重要な機器・装置の健全性

の把握が困難 
・今後１０年程度で装置単位で平均的な耐用年数を迎

える 
 また補足として，建設後40年を目安に検討を開始する

ことを追記した．一般的に土木構造物の耐用年数は100
年，土木機械設備はその半分の50年と言われていること

から，今後10年程度で平均的な耐用年数を迎える時点の

建設後40年とした． 
 

 
図-6  土木機械設備診断委員会 

 
図-7  大規模修繕・更新検討スケジュール 

 検討の実施者を明確にすることということについては，

図-7のように大規模更新・検討スケジュールを作成する

よう追記した． 
 更新の方向性検討，関係機関との協議・調整，予算措

置，更新工事の発注等，実施に向けた具体的な項目につ

いて，実施者およびその時期を明記し更新スケジュール

として作成することとした． 
 今回，「大規模修繕・更新検討スキーム」として，大

規模修繕・更新検討を行うにあたっての具体的な手法に

ついて作成した．今後，大規模修繕・更新に積極的な診

断および改善につながっていけばと考える． 
 

6.  まとめ 

 河川管理用機械設備の短期的，中・長期的に効率的・

効果的な維持管理を実施していくにあたって，その具体

な手法について検討を行った． 
 今回作成を行った資料は，効率的・効果的な維持管理

だけでなく，評価の手法および目安を示すことにより，

設備管理者および専門技術者の知識や技術力の向上にも

つながることを期待する． 
 また今後は，より実態に即した内容となるよう各設備

の不具合等の状況を収集しながら，引き続き記載内容の

見直しを行っていくことも必要であると考える． 
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